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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 4月 5日 (2006.4.5)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】 　 次 の 配 列 ：
(i) ウ イ ル ス 粒 子 の 組 立 て に 必 要 な ウ イ ル ス ポ リ ペ プ チ ド を コ ー ド す る 第 ２ ヌ ク レ オ チ ド
配 列 ま た は そ の 転 写 産 物 に 結 合 し て 、 直 接 ま た は 間 接 的 に そ れ を 切 断 す る こ と が で き る 遺
伝 子 産 物 を コ ー ド す る 第 １ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 、 お よ び
(ii)　 ウ イ ル ス 粒 子 の 組 立 て に 必 要 な 該 ウ イ ル ス ポ リ ペ プ チ ド を コ ー ド す る 第 ３ ヌ ク レ オ
チ ド 配 列 で あ っ て 、 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 ま た は そ の 転 写 産 物 が 該 遺 伝 子 産 物 に よ り 指 令
さ れ た 切 断 に 抵 抗 す る よ う に 、 第 ２ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 と 異 な る ヌ ク レ オ チ ド 配 列 を 有 す る
第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 、
を 含 む ウ イ ル ス ベ ク タ ー 系 。
【 請 求 項 ２ 】 　 次 の 配 列 ：
(i) ウ イ ル ス 粒 子 の 組 立 て に 必 要 な ウ イ ル ス ポ リ ペ プ チ ド を コ ー ド す る 第 ２ ヌ ク レ オ チ ド
配 列 ま た は そ の 転 写 産 物 に 結 合 し て 、 直 接 ま た は 間 接 的 に そ れ を 切 断 す る こ と が で き る 遺
伝 子 産 物 を コ ー ド す る 第 １ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 を 少 な く と も １ つ 含 む ウ イ ル ス ゲ ノ ム 、 お よ
び
(ii) 該 ウ イ ル ス ゲ ノ ム の ウ イ ル ス 粒 子 へ の 組 立 て に 必 要 な 該 ウ イ ル ス ポ リ ペ プ チ ド を コ
ー ド す る 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 で あ っ て 、 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 ま た は そ の 転 写 産 物 が 該
遺 伝 子 産 物 に よ る 切 断 に 抵 抗 す る よ う に 、 第 ２ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 と 異 な る ヌ ク レ オ チ ド 配
列 を 有 す る 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 、
を 含 む ウ イ ル ス ベ ク タ ー 産 生 系 。
【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 遺 伝 子 産 物 が リ ボ ザ イ ム お よ び ア ン チ セ ン ス リ ボ 核 酸 か ら 選 択 さ れ る



、 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 ウ イ ル ス ベ ク タ ー が レ ト ロ ウ イ ル ス ベ ク タ ー で あ る 、 請 求 項 １ ～ ３ の
い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ５ 】 　 レ ト ロ ウ イ ル ス ベ ク タ ー が レ ン チ ウ イ ル ス ベ ク タ ー で あ る 、 請 求 項 ４ 記 載
の 系 。
【 請 求 項 ６ 】 　 レ ン チ ウ イ ル ス ベ ク タ ー が HIVベ ク タ ー で あ る 、 請 求 項 ５ 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ７ 】 　 ウ イ ル ス 粒 子 の 組 立 て に 必 要 な 前 記 ポ リ ペ プ チ ド が gag、 polお よ び envタ
ン パ ク 質 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 ４ ～ ６ の い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ８ 】 　 少 な く と も gagお よ び polタ ン パ ク 質 が レ ン チ ウ イ ル ス 由 来 の も の で あ る 、
請 求 項 ７ 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ９ 】 　 envタ ン パ ク 質 が レ ン チ ウ イ ル ス 由 来 の も の で あ る 、 請 求 項 ７ 記 載 の 系 。
【 請 求 項 １ ０ 】 　 レ ン チ ウ イ ル ス が HIVで あ る 、 請 求 項 ８ ま た は ９ 記 載 の 系 。
【 請 求 項 １ １ 】 　 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 が 、 少 な く と も １ つ の 遺 伝 子 産 物 に よ り 認 識 さ れ
る 切 断 部 位 お よ び ／ ま た は 少 な く と も １ つ の 遺 伝 子 産 物 の 結 合 部 位 を 取 り 除 く ヌ ク レ オ チ
ド 配 列 の １ 以 上 の 保 存 的 改 変 の 結 果 と し て 、 該 遺 伝 子 産 物 に よ る 切 断 に 抵 抗 す る 、 請 求 項
１ ～ １ ０ の い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 １ ２ 】 　 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 が 少 な く と も １ つ の 遺 伝 子 産 物 に よ る 切 断 に 抵 抗
す る よ う に 改 変 さ れ る 、 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 １ ３ 】 　 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 が プ ロ デ ュ ー サ ー 細 胞 内 で の 発 現 の た め に コ ド ン
を 最 適 化 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 １ ４ 】 　 プ ロ デ ュ ー サ ー 細 胞 が 哺 乳 動 物 細 胞 で あ る 、 請 求 項 １ ３ 記 載 の 系 。
【 請 求 項 １ ５ 】 　 複 数 の 第 １ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 お よ び 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 を 含 む 、 請 求
項 １ ～ １ ４ の い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 １ ６ 】 　 請 求 項 ２ ～ １ ５ の い ず れ か １ 項 記 載 の ウ イ ル ス ベ ク タ ー ゲ ノ ム お よ び 請
求 項 ２ ～ １ ５ の い ず れ か １ 項 記 載 の １ 以 上 の 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 を 含 む ウ イ ル ス 粒 子 。
【 請 求 項 １ ７ 】 　 請 求 項 ２ ～ １ ５ の い ず れ か １ 項 記 載 の ウ イ ル ス ベ ク タ ー 産 生 系 を 用 い て
産 生 さ れ た ウ イ ル ス 粒 子 。
【 請 求 項 １ ８ 】 　 宿 主 細 胞 に 、 (i) 請 求 項 ２ ～ １ ５ の い ず れ か １ 項 記 載 の ウ イ ル ス ゲ ノ ム
、 (ii)請 求 項 ２ ～ １ ５ の い ず れ か １ 項 記 載 の １ 以 上 の 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 、 お よ び (iii
) １ 以 上 の 第 ３ ヌ ク レ オ チ ド 配 列 に よ っ て コ ー ド さ れ な い 他 の 必 須 ウ イ ル ス パ ッ ケ ー ジ ン
グ 成 分 を コ ー ド す る ヌ ク レ オ チ ド 配 列 を 導 入 す る こ と を 含 む 、 ウ イ ル ス 粒 子 の 産 生 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】 　 請 求 項 １ ８ 記 載 の 方 法 に よ り 産 生 さ れ た ウ イ ル ス 粒 子 。
【 請 求 項 ２ ０ 】 　 請 求 項 １ ６ 、 １ ７ ま た は １ ９ 記 載 の ウ イ ル ス 粒 子 を 製 薬 上 許 容 さ れ る 担
体 ま た は 希 釈 剤 と 共 に 含 有 す る 医 薬 組 成 物 。
【 請 求 項 ２ １ 】 　 ウ イ ル ス 感 染 の 治 療 に お け る 請 求 項 １ ～ １ ６ の い ず れ か １ 項 記 載 の ウ イ
ル ス 系 ま た は 請 求 項 １ ６ 、 １ ７ ま た は １ ９ 記 載 の ウ イ ル ス 粒 子 。
【 請 求 項 ２ ２ 】 　 ウ イ ル ス 粒 子 を 産 生 す る 方 法 に お い て 使 用 す る た め の 請 求 項 １ ～ １ ６ の
い ず れ か １ 項 記 載 の ウ イ ル ス 系 。
【 請 求 項 ２ ３ 】 　 プ ロ デ ュ ー サ ー 細 胞 内 で の 発 現 の た め に コ ド ン が 最 適 化 さ れ て い る 、 レ
ト ロ ウ イ ル ス gagお よ び polタ ン パ ク 質 を コ ー ド す る ヌ ク レ オ チ ド 配 列 。
【 請 求 項 ２ ４ 】  プ ロ デ ュ ー サ ー 細 胞 が 哺 乳 動 物 細 胞 で あ る 、 請 求 項 ２ ３ 記 載 の ヌ ク レ オ
チ ド 配 列 。
【 請 求 項 ２ ５ 】  gagお よ び polタ ン パ ク 質 が レ ン チ ウ イ ル ス タ ン パ ク 質 で あ る 、 請 求 項 ２
３ ま た は ２ ４ 記 載 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 。
【 請 求 項 ２ ６ 】  gagお よ び polタ ン パ ク 質 が HIVタ ン パ ク 質 で あ る 、 請 求 項 ２ ５ 記 載 の ヌ ク
レ オ チ ド 配 列 。
【 請 求 項 ２ ７ 】  図 ４ の コ ド ン 使 用 頻 度 表 を 用 い た 野 生 型 ヌ ク レ オ チ ド 配 列 の コ ド ン 最 適
化 に よ り 誘 導 さ れ た 、 請 求 項 ２ ３ ～ ２ ６ の い ず れ か １ 項 記 載 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 。
【 請 求 項 ２ ８ 】  配 列 番 号 ２ に 示 さ れ る 配 列 を 有 す る 、 請 求 項 ２ ３ ～ ２ ７ の い ず れ か １ 項
記 載 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 。
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【 請 求 項 ２ ９ 】  対 象 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 、 お よ び ウ イ ル ス 粒 子 の 組 立 て に 必 要 な ウ イ ル
ス ポ リ ペ プ チ ド を コ ー ド す る 請 求 項 ２ ３ ～ ２ ８ の い ず れ か １ 項 記 載 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 を
含 む ウ イ ル ス ベ ク タ ー 系 。
【 請 求 項 ３ ０ 】  少 な く と も １ つ の 対 象 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 を 含 む ウ イ ル ス ゲ ノ ム 、 お よ
び 該 ウ イ ル ス ゲ ノ ム の ウ イ ル ス 粒 子 へ の 組 立 て に 必 要 な ウ イ ル ス ポ リ ペ プ チ ド を コ ー ド す
る 請 求 項 ２ ３ ～ ２ ８ の い ず れ か １ 項 記 載 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 を 含 む ウ イ ル ス 産 生 系 。
【 請 求 項 ３ １ 】  ウ イ ル ス ベ ク タ ー が レ ト ロ ウ イ ル ス ベ ク タ ー で あ る 、 請 求 項 ２ ９ ま た は
３ ０ 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ３ ２ 】  レ ト ロ ウ イ ル ス ベ ク タ ー が レ ン チ ウ イ ル ス ベ ク タ ー で あ る 、 請 求 項 ３ １
記 載 の 系 。
【 請 求 項 ３ ３ 】  レ ン チ ウ イ ル ス ベ ク タ ー が 実 質 的 に HIV-1に 由 来 す る も の で あ る 、 請 求 項
２ ９ ～ ３ ２ の い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ３ ４ 】  ウ イ ル ス 粒 子 の 組 立 て に 必 要 な ペ プ チ ド が エ ン ベ ロ ー プ タ ン パ ク 質 を も
含 む 、 請 求 項 ２ ９ ～ ３ ３ の い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ３ ５ 】  エ ン ベ ロ ー プ 遺 伝 子 が コ ド ン 最 適 化 さ れ て い る 、 請 求 項 ３ ４ 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ３ ６ 】  対 象 の ヌ ク レ オ チ ド が 治 療 遺 伝 子 、 マ ー カ ー 遺 伝 子 お よ び 選 択 遺 伝 子 か
ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 ２ ９ ～ ３ ５ の い ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ３ ７ 】  revが 存 在 し な い か 機 能 性 で な い 、 請 求 項 ２ ９ ～ ３ ６ の い ず れ か １ 項 記 載
の 系 。
【 請 求 項 ３ ８ 】  ウ イ ル ス 粒 子 の 産 生 方 法 に お い て 使 用 す る た め の 請 求 項 ２ ９ ～ ３ ７ の い
ず れ か １ 項 記 載 の 系 。
【 請 求 項 ３ ９ 】  プ ロ デ ュ ー サ ー 細 胞 に 、
　 請 求 項 ３ ０ ～ ３ ７ の い ず れ か １ 項 記 載 の ウ イ ル ス ゲ ノ ム 、
　 請 求 項 ２ ３ ～ ２ ８ の い ず れ か １ 項 記 載 の １ 以 上 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 、 お よ び
　 (ii)の １ 以 上 の ヌ ク レ オ チ ド 配 列 に よ っ て コ ー ド さ れ な い 他 の 必 須 ウ イ ル ス パ ッ ケ ー ジ
ン グ 成 分 を コ ー ド す る ヌ ク レ オ チ ド 配 列 、
を 導 入 す る こ と を 含 む 、 ウ イ ル ス 粒 子 の 産 生 方 法 。
【 請 求 項 ４ ０ 】  請 求 項 ３ ０ ～ ３ ７ の い ず れ か １ 項 記 載 の 産 生 系 ま た は 請 求 項 ３ ９ 記 載 の
方 法 に よ り 産 生 さ れ た ウ イ ル ス 粒 子 。
【 請 求 項 ４ １ 】  ウ イ ル ス 感 染 を 治 療 す る た め の 請 求 項 ２ ９ ～ ３ ８ の い ず れ か １ 項 記 載 の
ウ イ ル ス 系 ま た は 請 求 項 ４ ０ 記 載 の ウ イ ル ス 粒 子 。
【 請 求 項 ４ ２ 】  請 求 項 ２ ９ ～ ３ ８ の い ず れ か １ 項 記 載 の ウ イ ル ス 系 ま た は 請 求 項 ４ ０ 記
載 の ウ イ ル ス 粒 子 を 製 薬 上 許 容 さ れ る 担 体 も し く は 希 釈 剤 と 共 に 含 有 す る 医 薬 組 成 物 。
【 】  
【 】  

(3) JP 2002-503477 A5 2006.6.8

請 求 項 ４ ３ Rev非 依 存 性 で あ る 請 求 項 1に 記 載 の ウ イ ル ス ベ ク タ ー 系 。
請 求 項 ４ ４ Revお よ び /ま た は RREを 欠 い て い る 請 求 項 1に 記 載 の ウ イ ル ス ベ ク タ ー 系

。
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